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日本語教師養成プログラム履修要項 

2026年4月 

 

●本プログラム設置の背景と意義 

1. 国家資格としての「登録日本語教員」 

2019年6月、「日本語教育の推進に関する法律」が公布・施行され、国内外の日本語教育が、国・地方公共団

体等によって推進される枠組みができました。さらに、この法律の理念実現のため、「日本語教育の適正かつ確

実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」（「日本語教育機関認定法」）が2024年4月1日よ

り施行されました。この法律によって、以下の二つの制度が創設されました。 

⚫ 日本語教育機関のうち一定の要件を満たすものを文部科学大臣が認定する制度（認定日本語教育機関） 

⚫ 認定日本語教育機関の教員資格（登録日本語教員） 

つまり、条件を満たした日本語教育機関が「認定日本語教育機関」として文部科学大臣に認定され、そのよう

な機関で日本語を教えるには、「登録日本語教員」という国家資格が必要となりました。 

 

2. 資格を得るには 

「登録日本語教員」として登録されるには、毎年秋に実施される「日本語教員試験」（「基礎試験」と「応用

試験」の2部構成）という試験に合格し、「登録実践研修機関」が実施する「実践研修」（教育実習のこと）を

修了することが必要となります。 

ただし、「登録日本語教員養成機関」が実施する養成課程の修了者は、申請により「基礎試験」が免除されま

す。また、「登録日本語教員養成機関」が「登録実践研修機関」にもなっている場合、「実践研修」は養成課程

と一体的に行われます。以上から、「登録日本語教員養成機関」と「登録実践研修機関」が一体となった養成課

程を修了すれば、申請により「応用試験」の受験・合格だけで、「登録日本語教員」の資格が得られることとな

ります。文部科学省のサイト*から試験に関する情報を入手できます。 
* https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_00004.html  

 

3. 本学が提供する養成課程 

国家資格制度は2024年4月から始まりましたが、本学は「登録日本語教員養成機関」・「登録実践研修機関」

として登録されていません。2024年4月からのプログラムは「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」（C）

ルートに対応したカリキュラムです。修了によって「基礎試験」と「実践研修」が免除されます。「経過措置」

の詳細は文化庁のサイトに掲載されているPDFファイル**2ページをご覧ください。 

 ** https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93964001_03.pdf 

なお、(C)ルートの養成課程修了を経て「日本語教員試験」の「応用試験」に合格するには「学士」の学位取

得見込みである必要があります。そのため、最短で受験可能な試験は卒業年度の秋に実施される試験となります。 

また、今後、本学が「登録日本語教員養成機関」・「登録実践研修機関」として登録された場合、履修方法が

変更となる可能性があります。 

 

4. 日本語教師養成プログラムで卒業までに身につく力 

本プログラムでは、日本語教師としての専門性に加え、ことばで学び、考え、他者と協働するための基礎的・

汎用的能力を、次の3つの力として育成します。 

 

・ 日本語教育学、日本語学、言語習得理論などについての深い専門知識と、日本語に加え英語や専攻語などの

高度な言語運用能力をもとに、学習者との実践的なコミュニケーションを通して、効果的な日本語授業を設

計し、運用・改善していく力。 

・ 日本や世界諸地域についての広い知識と教養を持ち、多様な言語や文化への深い関心と鋭い感覚を生かして、

日本語学習者の多様な背景や学習状況を理解し、言語及び文化間の異同や学習者の特性を俯瞰して、その成

長と学習を支援する力。 

・ 国際的な協働実践の経験をもとに、日本語教育の社会的意義と人間の成長・発達への理解を踏まえ、日本語

教師として主体的に考え、生涯にわたり学び続ける姿勢と、責任ある態度と倫理観で行動する力。 

 

  

https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_00004.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93964001_03.pdf
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●教育内容 

本学の日本語教師養成プログラムの教育内容は、文化審議会国語分科会（第70回・2019年3月）に報告された

『日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）改定版』に示されている「必須の教育内容」の50項目

（以下の表）をすべて含んだものになっています。この内容は、日本語教育人材の養成段階において必ず含める

べき教育内容として、それまで示されていた3領域（「社会・文化に関わる領域」「教育に関わる領域」「言語に関わる

領域」）と5区分（「社会・文化・地域」「言語と社会」「言語と心理」「言語と教育」「言語」）を踏襲しつつ、それらの

中にさらに16の下位区分を設定し、そこに必須となる50項目が配分されたものです。また、これらの学習には、

26単位以上の単位数を設定することが望ましいとされています。 

 

5区分 16の下位区分 必須の教育内容 

社
会
・
文
化
・
地
域 

①世界と日本 （１）世界と日本の社会と文化 

②異文化接触 （２）日本の在留外国人施策 
（３）多文化共生（地域社会における共生） 

③日本語教育の歴史と現状 

（４）日本語教育史 
（５）言語政策 
（６）日本語の試験 
（７）世界と日本の日本語教育事情 

言
語
と
社
会 

④言語と社会の関係 （８）社会言語学 
（９）言語政策と言葉 

⑤言語使用と社会 
（１０）コミュニケーションストラテジー 
（１１）待遇・敬意表現 
（１２）言語・非言語行動 

⑥異文化コミュニケーションと社会 （１３）多言語・多文化主義 

言
語
と
心
理 

⑦言語理解の過程 （１４）談話理解 
（１５）言語学習 

⑧言語習得・発達 （１６）習得過程（第一言語・第二言語） 
（１７）学習ストラテジー 

⑨異文化理解と心理 （１８）異文化受容・適応 
（１９）日本語の学習・教育の情意的側面 

言
語
と
教
育 

⑩言語教育法・実習 

（２０）日本語教師の資質・能力 
（２１）日本語教育プログラムの理解と実践 
（２２）教室・言語環境の設定 
（２３）コースデザイン 
（２４）教授法 
（２５）教材分析・作成・開発 
（２６）評価法 
（２７）授業計画 
（２８）教育実習 
（２９）中間言語分析 
（３０）授業分析・自己点検能力 
（３１）目的・対象別日本語教育法 

⑪異文化間教育とコミュニケーション教育 
（３２）異文化間教育 
（３３）異文化コミュニケーション 
（３４）コミュニケーション教育 

⑫言語教育と情報 （３５）日本語教育とICT 
（３６）著作権 

言
語 

⑬言語の構造一般 （３７）一般言語学 
（３８）対照言語学 

⑭日本語の構造 

（３９）日本語教育のための日本語分析 
（４０）日本語教育のための音韻・音声体系 
（４１）日本語教育のための文字と表記 
（４２）日本語教育のための形態・語彙体系 
（４３）日本語教育のための文法体系 
（４４）日本語教育のための意味体系 
（４５）日本語教育のための語用論的規範 

⑮言語研究  

⑯コミュニケーション能力 

（４６）受容・理解能力 
（４７）言語運用能力 
（４８）社会文化能力 
（４９）対人関係能力 
（５０）異文化調整能力 
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●履修方法（2026年度）：この内容は2026年度の履修に関する案内です 

本プログラムでは、「卒業までに身につく力」を身につけるために、必須の教育内容50項目を以下の科目に配

置しています。これらのうち指定された14科目を履修し28単位を修得することをプログラム修了の要件とします。

（すべて2単位） 

 科目名 
学

期 

選択必修／ 

必修 
開講区分 必須の教育内容の対応 

1 日本語学入門 春 

選択必修① 

国日導入 8, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 

2 日本語学概論1 春 国日概論 42, 43 

3 日本語学概論2 秋 国日概論 8, 11, 12, 39, 44, 45 

4 日本語教育学概論1 春 国日概論 24,25,27,31,40,41,42,43,46,47,48,49,50 

5 日本語教育学概論2 秋 国日概論 3,4,5,8,9,20,25,26,31,33,39,40,42,43,44 

6 日本語学基礎 秋 

選択必修② 

世界教養 8, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 

7 日本語を教えるための日本語学1 春 世界教養 42, 43 

8 日本語を教えるための日本語学2 秋 世界教養 8, 11, 12, 39, 44, 45 

9 日本語教育学基礎1 春 世界教養 24,25,27,31,40,41,42,43,46,47,48,49,50 

10 日本語教育学基礎2 秋 世界教養 3,4,5,8,9,20,25,26,31,33,39,40,42,43,44 

11 日本語教育と社会 春 

必修① 

世界教養 1,2,3,4,5,6,7,9,14,41 

12 日本語教育とコミュニケーション 秋 世界教養 10,23,24,25,26,27,29,31,34,35,36,45,47,48,49,50 

13 日本語教育と多文化共生 春 世界教養 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 33 

14 多文化社会論2 夏 

必修② 

国日専門 1, 2, 10, 12, 18, 19, 32, 33, 34, 50 

15 第二言語習得論1 春 国日専門 15, 16, 17, 19 

16 第二言語習得論2 秋 国日専門 15, 16, 29 

17 日本語教育インターンシップ 春 

★必修③ 

(実習系科目) 

国日専門 24, 25, 26, 27, 29, 30 

18 日本語教育実習準備 春 国日専門 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 46, 47 

19 日本語教育実習実践 秋 国日専門 25, 27, 28, 29, 30 

★2コマ開講の科目について 

・上表7, 8, 9, 10の4科目はそれぞれ2コマ開講されます。内容は同じです。7, 8は同じ曜日時限に2コマ、9, 10

は別の曜日時限に2コマ開講されます。どちらか一方を履修してください。シラバス検索で確認してください。 

★2023年度までに単位修得している場合の注意 

１）国際日本学部の学生のうち、選択必修①の科目（上表1, 2, 3, 4, 5）を2023年度までに単位修得していても、

本プログラムの単位とすることができません。その場合、以下の表の選択必修②の科目（世界教養プログラム

科目）の単位を改めて修得してください。 

選択必修① 選択必修② 

1 日本語学入門 6 日本語学基礎 

2 日本語学概論1 7 日本語を教えるための日本語学1 

3 日本語学概論2 8 日本語を教えるための日本語学2 

4 日本語教育学概論1 9 日本語教育学基礎1 

5 日本語教育学概論2 10 日本語教育学基礎2 

 

２）国際日本学部の学生のうち、必修②の科目（上表14, 15, 16）を2023年度までに単位修得していても、本プロ

グラムの単位とすることができません。その場合、同じ科目の単位を2024年度以降改めて修得してください。  
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●履修モデル（2026年度）：この内容は2026年度の履修に関する案内です。 

 1年生がプログラムの履修を開始する場合、プログラム修了には最短3年かかります。 

 2年生以上がプログラムの履修を開始する場合、プログラム修了には最短2年かかります。 

 4年生が今年度からプログラムの履修を始める場合、在学期間が残り1年ではプログラムを修了できません。

在学期間が残り2年以上ある場合は修了可能です。 

 本プログラムは本学学部正規生を対象としています。大学院生やISEP生（交換留学生）は対象外となります。 

 

＜1・2年次＞ 

 前ページの表の選択必修①または②の5科目、必修①の3科目すべての単位を修得してください。選択必修①は

国際日本学部生、選択必修②は言語文化学部・国際社会学部生向けです。 

国際日本学部生 言語文化学部生・国際社会学部生 

 選択必修① 5科目 

 必修① 3科目 

 選択必修② 5科目  

 必修① 3科目  

＜3年次以降＞ 

 上記の8科目（選択必修①または②の5科目、必修①の3科目）の単位を修得できていない場合、それらの単位を

まず修得してください。 

 上記の8科目（選択必修①または②の5科目、必修①の3科目）の単位を修得できている場合、必修②3科目と★

必修③3科目（「実習系科目」）を履修できます。 

 

●必修③3科目（「実習系科目」）の詳細 

 2026年度の「実習系科目」の履修エントリーは昨年度（2025年度）秋学期末に行い、すでに終了しています。 

 

 春学期の2科目：秋学期開講の「日本語教育実習実践」を履修する予定の学生のみ履修可能。 

➡「日本語教育インターンシップ」：事前研修の後、本学で開講されている「基礎日本語科目」の授業観察、

授業アシスタントなどの現場研修を行う。 

➡「日本語教育実習準備」：秋学期の教壇実習の準備として、教案を作成し、本授業内で模擬授業を3回行う。 

 

 秋学期の「日本語教育実習実践」：春学期開講の「日本語教育インターンシップ」と「日本語教育実習準備」

の単位を修得済みの学生のみ履修可能。 

➡実習先の日本語教育機関で実際に教壇に立ち、45分の授業を2回行う。 

➡実習先は3つある。希望するところに行けない可能性がある。必要経費は自己負担を原則とする。 

① 本学で開講されている基礎日本語科目内 

② 東京科学大学（湯島）の留学生向け日本語授業内（詳細準備中、大学が案内する保険に要加入） 

③ 海外の大学での日本語授業内（詳細準備中、大学が案内する保険に要加入） 

➡実習先の選択および海外実習の詳細については、「日本語教育実習準備」の授業内で改めて説明する。 

➡1名の実習生の派遣先はいずれか1箇所のみで、複数箇所で実習はできない。 

➡「日本語教育実習実践」の単位を修得した学生が、その授業を別の年度に再度履修することはできない。 

 

 留学する学生への対応：春学期の2科目を履修後、半年または１年の留学に行く場合、留学から戻った後の

秋学期に「日本語教育実習実践」を履修することができる。 

 

●2027年度の必修③3科目（「実習系科目」） 

 履修エントリー：2026年度秋学期末（2027年1月上旬）に実施する。教務関係の情報として大学HP上または

学務情報システムにてエントリー開始の案内をする予定である。案内が出された時点で留学中の場合でも、

復学後に履修を希望する場合はエントリーを行うこと。 

 履修者数制限：受け入れ先確保や指導体制の都合上、場合によっては履修者数制限の可能性がある。 

 以上 


